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＜はじめに＞

宅地建物取引業（通称「宅建業」）といえば、一般的に不動産業と認識
されるほど、不動産業を代表する業種です。ちなみに、不動産業は、宅
地建物取引業だけでなく、不動産賃貸業、不動産管理業、不動産鑑定業
なども含んでいます。

この「宅建業」は、生活の三大要素（衣・食・住）の一つである「住」
の部分に深く関わり、誰もがその人生においていつかは必ず関与せざる
を得ないことから、今後も淘汰されることのない業種の一つではないで
しょうか。

また、業として取り扱う不動産の多くは、一般的な商材と比べると非
常に高額となることから、特に売買の場合においては取引当事者の人生
をも大きく左右することになります。よって、宅建業者はその高い職責
を自覚し、幅広い知識の習得とともに善良なる倫理観、遵法意識をもっ
て、人々からも一目置かれる存在となることが必要です。

しかし、宅建業者に対する世間一般のイメージは、残念ながら良いと
は言えません。これは決して悪い人が多い、ということではなく、それ
だけ人々の生活に密着しているためにその一挙手一投足が目立ちやす
く、また、ちょっとした油断・ミスが取り返しのつかない損害に発展し
やすいことが一つの要因かと思料します。

この本は、私がこれまでに書いてきたブログに加筆修正を施したもの
ですが、これから宅建業を開業しようとする方はもちろん、現役の中小
宅建業者の方にも関心の高いコンテンツを多くとりあげたつもりです。
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サクサクと読み進めていただくうちに、宅建業経営者としての自覚、留
意点が自然と身につくことを狙いとしております。

一社でも多くの宅建業者がその関わる人たちから信頼され、不動産業
界全体の社会的地位向上が実現することを願って、微力ながら筆をとっ
た次第です。

2022年7月
山地 正朗
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